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第18回社会保障審議会医療保険部会  
（参考）  

今後の議論の整理にあたってのこれまでの医療保険部会における各委員の主な発言  

事項と論点案  各委員（団体）の意見・指摘事項   

Ⅰ 基本的考え方  

○安定的で持続可能かつ給付と負担の関係が  ○健康・長寿という人間にとって一番大事な価値を基礎において、「あるべき  
透明でわかりやすい制度   医療の姿」を描き、将来にわたり持続可能な医療保険制度を構築すべきであ  

○国民の生活の質（QOL）の向上を通じた医   る。  

療真の適正化   ○高齢者医療の充実のためには、生活習慣病対策を推進し、高齢者になっても  

○都道府県単位を軸とした制度運営   健康を維持できるようにする。  

○制度間の共助がなければ、国民皆保険制度というのは成立しない。  

○保険者機能が発揮できる仕組みを構築すべきである。   

Ⅱ 保険者の再編■統合等  

1．国民健康保険  

○都道府県単位を軸とした保険運営   ○制度の一本化を意図した財政調整には反対。  

○国保財政は実質的に破綻しており、早期に国を保険者とする制度の一本化を  

実現すべきであるが、一本化が実現しないのであれば、制度間の財政調整の  

導入を検討すべき。  

○財政基盤の弱い保険者が集まっても裕福になることはないことや、市町村合  

併の範囲と二次医療圏の範囲が必ずしも一致していないことから、二次医療  

国単位への広域化に反対する意見がある。  

○国保保険者は、保健・介護・福祉事業の中心的な実施主体であり、保険者と  

して実績のある市町村が引き続き担い、都道府県は、技術的な助言や調整等  

必要な支援を行い、国は財政支援を行うべき。   
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○国保財政の基盤強化  ○国保被保険者は、当初は農業者や個人商店が多かったが、現在は少なくなり、  

リストラされた人や失業者等を多く抱えるという構造的な問題により国保  

財政は破綻状況におかれている。この点を踏まえて、皆保険制度を維持する  

ため、制度間共助の考えに基づき被用者保険にも責任をもっていただくなど  

被用者保険との問で財政調整を行う必要がある。  

○国保の加入者の増加要因とその人達の所得が、国保財政にとってどれほどの  

影響を与えているのかという分析をしっかりとやろべき。  

○国民皆保険を支えている国保が十分に運営できるよう、会社をやめて国保に  

入ってくる人については、被用者保険との間で制度間共助を行うべき。  

○財政調整を行うと医療貴通正化などの保険者機能の発揮に努めるインセン  

ティブがなくなるのではないか。  

○国保組合の国庫助成の在り方の見直し  ○国保組合においては、7割給付にするよう指導してもなお、8、9割給付としてい  

るところが残っているが、これは補助があれば7割給付する必要がなくなるという  

ことであり、抜本的に改革すべきではないか。  

○所得状況を勘案して国庫補助割合の引き下げをすべき。  

○被用者保険と同じとみなせる国保組合の組合員については、被用者保険への  

転換を促すことを検討すべきではないか。   

2．被用者保険  

（1）再編・統合  

○政府管掌健康保険   ○保険者機能の発揮、保険者の効率化努力が保険料率に反映される仕組み、被  

保険者によるガバナンスが働く仕組みとすることが必要ではないか。  

○政管健保の見直しに当たっては、保険料負担者（労使）が参画する評議会を   
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作り運営に参加することで、被保険者の意見を反映させることが重要であ   

る。また、被保険者サービスや相談機能といった点を飛躍的に高めることが   

必要ではないか。  

○政管健保は都道府県ごとに分割ということではなく、財政運営を都道府県単   

位とし、全国的な財政調整は全国一本で国庫補助を行うという基本的な考え   

方で対応するべきではないか。  

○政管健保については、健保組合に近い形の公法人がよいのではないか。  

○財政運営は、都道府県単位ではなく、ブロック単位に分割することもあるの   

ではないか。  

○厚生年金との一体徴収は必要であるが、徴収と給付の分離により保険者とし   

ての一体的な運営や保険者機能が弱められないような仕組みとすることが   

必要ではないか。  

○政管健保は中小企業が多く加入しており、全国一律の料率にすべきではない   

か。  

○保険料率は国が決めるべきではないか。  

○政管の国庫負担13％は当然維持すべきではないか。  

○健保組合の再編統合については、保険者機能をいかに発揮できるようにする   

かというのがポイント。小規模であることのみをもって保険者機能に必ずし   

も支障があるわけではない。  

○健保組合については自主一自律・自己決定で再編・統合が選択できるように   

すべきである。また、全国規模の健保組合もあり、必ずしも都道府県単位に   

集約するということではなく、多様な形の健保組合を認め、規制緩和により   

選択肢を増やすという施策とすることが必要ではないか。  

○健康保険組合  
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Ⅲ 新たな高齢者医療制度の創設   

1．後期高齢者医療制度  

（1）基本的な枠組み  

○老健拠出金は廃止する。  

○新たな高齢者医療保険制度を創設し、高齢者医療制度においても保険制度で  

あることを堅持し、自助・共助・公助を基本とする。  

○高齢者医療制度については、財政責任を有する独立した保険とするべきであ  

る。  

○年齢階層とは無関係なリスク分散を図りながら、一定のルールに基づき給付  

を受け、かつ責用を負担する医療保険制度の趣旨に沿った制度にすべきであ  

り、退職して病気になる確率が高くなってから国民健康保険に移るのではな  

く、一定期間被用者保険にいた人はずっと被用者保険集団で支えるような仕  

組みとするべきではないか。  

O「安定的で持続可能、給付と負担の公平性、分かりやすい」という3つの目  

標に対してよく考えた議論が必要。   

（2）被保険者  

075歳以上の高齢者  

○医療の現場から見て、サービスを受ける側から見て、75歳というのは一つ  

線を引くいいところ。逆に65歳とする積極的な説明はないのではないか。  

○対象者は年金制度等との整合性や分かりやすさの観点から65歳以上とす  

るべきではないか。  

○給付費は65歳から一気に上がるのであって、75歳という区切りは不適当  

ではないか。支え手を増やす観点から75歳独立というのは分からないではな  

いが、疾病傾向等の面からは75歳では区切れないのではないか。   
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○被用者保険の加入期間が通算25年以上の退職者とその被扶養者を対象と  

するべきではないか。  

○新たな高齢者医療制度は保険者機能を持たせることが必要ではないか。その  

ためには突き抜け方式で保険者に責任を持たせるべきではないか。75歳以  

上のハイリスクグループだけを独立させて財政的に持続できるのか。   

（3）高齢者の保険料と国保及び被用者保険からの   

支援  

○患者自己負担10％、保険料10％（但し低所得者への配慮を行う）。残り  

は公費ならびに国民的共助によって構成する。  

○公費、患者負担、高齢者自身の保険料、被用者保険・国保からの支援で賄う。  

○公費負担以外については、高齢者と一定年齢以上の若年者が人数比に応じて  

負担する。  

○一般制度からの支援分lこ係る保険料は別建てで明確化するべきではないか。  

○社会連帯的保険料と現行拠出金との相違をよく整理することが必要ではな  

いか。  

○保険料は退職者の年金等、収入による標準報酬月額に被用者保険の平均料率  

を乗じて算出して、事業主負担相当分は被用者全体で負担する仕組みとする  

ベきではないか。   

（4）公貴負担  

○給付費の5割を公費負担  

○給付費の5割を公費負担とし、国保と被用者保険で70歳以上の高齢者加入  

率に応じて按分するべきではないか。   
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○公貴負担は5割以上とする。  

○公費については効率化のインセンティブが働く配分方法が必要ではないか。   

（5）保険者  

○地域保険として、市町村をベースとした広域連合の活用を視野に入れるべき  

ではないか。  

○都道府県（当面の間は国）とする。将来は広域市町村または医療圏への移行  

も考慮する。  

○国とする。但し、一定期間後、都道府県単位とすることも検討する。  

○保険者機能の発揮の観点から、一定規模の広域的な市町村を単位とし、行政  

から独立した公法人を保険者とすべきではないか。  

○現在のように財政が厳しい中では、市町村が新たな高齢者医療制度を引き受  

けることは不可能であり、国保の今後の在り方についても議論を重ね、良い  

姿にしていくことが非常に重要。国等を保険者とする。  

○高齢者の保険料は年金から徴収する仕組みを設けるべきではないか。   

2．前期高齢者医療制度  

（1）基本的な枠組み  

○退職者拠出金は廃止する。  

○前期高齢者については、就労者は被用者保険とし、退職者、無職の者、自営  

業者はすべて国保加入とし、財源等は別途考慮する。  

○被用者は退職後、すべて国民健康保険に加入し、その場合、患者自己負担以  

外の給付金を保険料および被用者保険による制度間共助により賄う。  

○前期高齢者医療制度に関連し、「年齢構成の相違に着目した財政調整」拡大   
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の意見が出されているが、このような財政調整は、保険者機能を否定するも  

のであり、また、医療の国家統制につながるものであり、容認できない。  

○年金や介護、定年年齢を踏まえ、65歳以上の高齢者を一般医療制度とは別  

建ての保険制度とすべきではないか。  

○被用者保険の加入期間が通算25年以上の退職者とその被扶養者を対象と  

するべきではないか。  

○一人当たり医療費という点から考えると、55歳以上について調整すべき。  

○一般制度の所得調整は行うべきではないのではないか。   

（2）被扶養者の保険料負担  

○高齢者の方にも応分の負担ということであれば、扶養・被扶養の区分無く原  

則として保険料を負担すべきではないか。  

○介護保険の2号保険料を定額で徴収する仕組みはあるが、採用している健保  

組合はなく、全健保組合は標準報酬に応じて徴収しており、被扶養者に係る  

保険料負担も現行通りの標準報酬に応じた負担でよいのではないか。子ども  

の数も含めて保険料を負担させることは少子高齢化の中で問題があるので  

はないか。  

○医療保険だけで個人単位の保険料負担を考えるのではなく、社会保障制度全  

体の改革の中で検討するべきではないか。   

（3）公費負担  

○給付費の5割を公責負担   

3．高齢者の負担  

（1）患者負担  

○患者自己負担は軽減すべきであり、少なくとも現状を超えるものであっては  

ならない。   
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○前期高齢者は65歳から69歳までを2割（現行3割）、70歳から74歳  

までを1割とする。  

○患者負担は2割負担、高所得者3割負担とするべきではないか。  

○入院は8割給付、外来は7割給付とし、入院時の食住費は基本的に保険給付  

から外すべきではないか。  

○現役は2割負担とし、70歳以上については1割負担としてはどうか。   

（2）高鎮医療費・介護費合算制度  

○いくつかの種類にまたがって給付を受けるときの限度額が過大にならない  

ように調整する仕組みを導入すべき。   

4．その他  

○負担の決定に当たっては負担者が関与する全国的な仕組みを設けるべきで  

はないか。また、若人に対する生活習慣病対策の実施状況による負担を加減  

するべきではないか。  

○健保組合の組織と類似した組織構成の調整管理組織を設ける。  

○中央に各被用者保険の代表者で構成する管理運営機関を設置し、全国的な財  

政調整を行う。そして同様の機関を都道府県ごとに作り、適用一保険料徴収・  

給付・検診であるとか、レセプト点検等々を含めましてそこで保険者機能を  

発揮するということとしてはどうか。   

Ⅳ 医療費適正化について  

○伸び率管理   ○医療費に関して、財政の観点だけを考えることについては反対であり、経済  

との関係を無視できないにしても、全体でキャップをはかせてGDPの伸び  

率等で管理するという方法は問題ではないか。  

OGDP等の経済指標を基本とする医療費の伸び率管理は、必要かつ安全な医  

療の確保を阻害する点から容認できない。  

○医療真の適正化方策については、健診の充実、在院日数や終末期医療といった   

－8－   



観点からの検討に加え、日本の経済規模とその動向に留意して、収入と負担の   

在り方について検討すべきではないか。  

○医療給付費の伸びは経済と整合させることが必要であり、医療費の中期的な   

目標を立て、その実現のための方策を検討することが必要ではないか。具体   

的には名目GDPの成長率を基軸に医療費全体、社会保障全体の伸びを考え   

るべきではないか。  

○必要な医療を提供しようとした時に、今の医療費が本当に適正なのかという   

視点も必要ではないか。  

○国民の健康水準を引き上げていくことが、医療費を抑制する最良の策であ   

り、短期的（保険給付の範囲の見直し）、中期的（診療報酬体系の見直し）、   

長期的（生活習慣病対策等、予防施策）目標を示すとともに、医療・保健■   

介護の各分野における国、市町村その他関係者の役割と連携の在り方を示し   

た方針を関係者との十分な議論を経て決定すべき。  

○目指すべきアウトプットは健康の保持増進であり、そのためのツールとして   

医療保険があるわけで、医療費の適正化がアウトプットではない。あまりに   

も医療保険の財政の問題が頭にありすぎる。  

○老人医療費の適正化や保険者協議会の設置等の都道府県ごとの医療糞抑制   

策は実行速度を早めるべきではないか。  

○日本の老人医療費の水準は若人の5倍であり、国際的にみても高く、これを   

是正するためには、若い暗からの生活習慣病対策が非常に重要である。  

○中長期的方策  

○都道府県を中心とした医療費適正化対策は是非必要。  

○国・都道府県・市町村の役割分担を明確にし、権限と負担の在り方を明らか   

にする関係者の議論が必要不可欠である。  

○適正化を行う主体と各々の役割について  
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○医療費適正化については、医療費に多大なる影響を与える診療報酬制度等に   

権限を有する国が主導的に推進すべき。  

O「医療費適正化計画」を実効性あるものにするためには、まず国全体として   

数値目標とエ程表を作成・公表し、国民に示すことが不可欠。  

○市町村は、保健事業の実施主体として、老人医療費をはじめとした医療費適   

正化に資する取り組みを効果的に推進できる立場にあるので、国の方針をふ   

まえ、地域の実情に合わせた施策を進める役割を担うべき。  

○各市町村における「健康増進プラン」の策定を義務づける。地域における保   

険者の連携や、教育機関、企業、NPO、労働組合も含め一体的な連携ネッ   

トワークを構築し、生活習慣病等に対する総合的予防対策、健康増進施策を   

進める。  

○都道府県は、国の方針を踏まえ、広域的自治体として、市町村が果たす役割   

を効果的に果たすための専門的・技術的支援、関係者間の連携を促進するた   

めの調整を行う役割を担っており、医療費適正化の主導的立場にない都道府   

県が新たに「医療費適正化計画」を策定しても実効性に乏しいと考えられる   

ため、一律にその策定を求めるべきではない。  

○実効性のある医療費適正化を行うべき。  

○医療費の抑制という観点からも、医療の質と量をチェックするシステムが非   

常に重要。  

○データに基づいた議論というのが基本となるので、レセプトを電子化するイ   

ンセンティブを制度改革の中に入れることが必要。  

○既に様々な協議会が設置されており、医療貴適正化のための協議会組織を設   

置する場合には既存の同種の組織との関係を整理することが必要ではない   

か。  

○医療貴通正化指針に基づく具体的取組は今どうなっているのか。また、保険   

者協議会の設置状況、参加メンバー、進捗状況というのが具体的にどこまで  
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進んでいて、そこからはどう今なっているのかという具体的なレベルに少し  

落とし込みながらそれを検証していくことも重要。  

○医療貴通正化のために生活習慣病対策や高齢者の生活機能の重視の観点は   

重要だが、個人の行動変容のためには一部負担や逆インセンティブのような   

措置を講じることが必要ではないか。  

○健診  ○保険者が保健事業に主体的に取り組めるような環境整備を進めるべきでは   

ないか。  

○保健事業のために寿命が伸びることによる年金給付等も含めた社会保障給   

付全体がどうなるか検討することが必要ではないか。  

○疾病予防や健康増進に関しては、都道府県・市町村・保険者の役割も重要だ   

が、医療機関との連携も必要であり、かかりつけ医の活用や一般用医薬品と   

か類似薬の活用もメニューとして議論いただきたい。  

○長期的には、若年期からの生活習慣病対策や健康づくりで、国民の健康水準   

を引き上げる。中期的には、社会的入院の解消と在宅医療の体制整備、多剤   

投薬の是正などを進め、短期的にはレセプト開示などにより医療費の無駄■   

非効率を排除する。  

○健康診査、二次予防という健康診査等に属する検診の話に関しては、被用者   

保険のデータが必ずしも十分に把握できていないのではないか。  

○平均在院日数の短縮化  ○医療提供体制や介護報酬といった医療保険に密接に関係する内容を総合的   

に検討する場を設けるべきではないか。  

○在院日数の短縮よりも、病床数の削減が必要ではないか。  

○介護サービス基盤の拡充を前提に、長期入院や社会的入院を解消し、老人医   

療費の適正化を図る。  
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○病床規制を強化し、地域医療計画に高度医療機器の設置数と診療所を加え、  

高額医療機器の共同利用を含め実効性を確保する。  

○在院日数を短縮したことで、退院した患者がその後どこへ流れているのかと  

いう精査が必要ではないか。  

○入院から在宅へというのは生活の質を上げていくためには、非常に有効なこ  

とだが、入院医療よりも在宅医療の方が本当に効率的なのか財政的シミュレ  

－ションが十分行われていないために、在宅への流れがなかなか起きないの  

ではないか。  

○医療機関の転換等で多様な居住の場を確保することによって、医療費は適正  

化されても、かえって介護給付費がそれ以上に増えるようなことがないよう  

な診療報酬・介護報酬・自己負担の制度設計を行うことが必要ではないか。   

3．公的保険給付の内容の見直し等  

○食費・居住貴   ○介護保険との整合性を考えれば少なくとも療養病床において食費と居住費は保  

険給付の対象から外すべきではないか。  

○医療と介護における食費と居住費の関係は、制度の仕掛けとしては異なるのか  

もしれないが、その実態を踏まえた上でどうするかという判断が必要ではない  

か。  

○介護保険における食費■居住真の取り扱いを踏まえ、医療におけるこれら糞  

用の在り方を検討するべきではないか。  

○医療における食費・居住費の徴収は原則やむを得ないが、その理由が在宅と  

の負担の均衡というのであれば、徴収対象者は在宅と同様の環境が確保され  

ている個室入所者に限定するべきではないか。  

○介護保険における居住糞は年金からも給付されており二重給付となっているが、  

医療保険はあくまでも入院して自宅に帰ることが原則であり、二重給付とはなっ   
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ていない。また、食草についても、医療における食事は治療の一環であり、介護  

保険における食事とは全く異なると考えている。これを介護保険が導入したから  

といって、医療保険も同じようにという考え方は大きな間違いではないか。  

○患者のコスト意識を高め、医療保険制度の持続可能性の観点から、高額療養   

費は引き上げるべきではないか。  

○高額療養費の1％の定率負担の引き上げについては慎重に考えるべきでは   

ないか。  

○高額療養責ついて、1％の導入や上位所得者概念の創設の際の説明に「コスト   

意識の観点」というのがあったが、重い病気にかかった時に患者にコスト意識を   

求めるのはおかしいのではないか。  

○高額療養費の自己負担額における1％の上乗せ部分や限度を上げることは反   

対。高額所得者は所得に応じた保険料を支払っており、自己負担限度額を引き   

上げた場合には、ニ重負担となる。  

○高額療養費制度自体が1つの保険制度とも考えられ、その料率が今の健康保険   

の中で保険料率見合いとしてどの程度の比率になるのか考えるべきではない   

か。  

○高額療養費  

O「上位所得者」世帯は、住宅ローンや教育費などにお金のかかる世帯が多く、こ   

の概念は実態に合わないのではないか。  

○高額療養制度の簡素化を図るとともに、その周知に努めるべきではないか。  

○出産育児一時金について、仮に少子化対策というようなことを考えたときには、   

先進国の経験に照らすと相当の給付にしないと効果がないことから、この出産育  

○出産育児一時金  
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児一時金を少々積み上げてもあまり政策効果はないのではないか。  

○安心して出産できる環境整備という観点からは、出産の保険適用ということが本   

来の姿ではないか。保険適用が今すぐ困難であればこの出産一時金というのは   

見直すべきであるが、その際には適正な出産責用の在り方について検討すべき   

ではないか。その際、健診費用についても少子化対策という観点からも、保険適   

用を検討すべきではないか。  

○出産手当金についてはル○の母性保護条約では支給割合が2／3以上ということ   

があり、未批准であるが、これを7割に引き上げるべきではないか。  

○出産手当金の任意継続被保険者への支給について、労働基準法や均等法で妊   

娠を理由とした解雇は禁止されていることから、廃止してもよいという書き方にな   

っているが、実態は本当にどうなのか一度よく検証すべきであり、廃止するという   

ことは時期尚早ではないか。  

○任意継続披保険者に対する出産手当金については、解雇禁止があるということ   

と解雇されないということは全く別の問題であるということ、有期契約の場合の期   

間の満了による退職といった点も考える必要があるのではないか。  

○傷病手当金については、濫給の問題について何らかの対応を考える必要がある   

が、給付の水準だけを見直すことしか選択肢がないわけではないのではない   

か。  

○傷病手当金の給付水準の引き下げにあたっては、十分な説明が必要ではない   

か。I」○の最低水準で弓長りついていければいいというのは、国際的な観点からし   

て問題ではないか。  

○出産手当金・傷病手当金  

○医療保険における一部負担や保険免責制を検討すべきではないか。  ○免責制  
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○所得の二極化を踏まえ、高所得者の負担の在り方について検討すべきではな   

いか。  

○終末期における医療費の問題は、治療方法の内容も含めて医学的妥当性をも   

う少し検証すべきではないか。  

○高療医療に関しての医学的妥当性ということの検証がないまま、高額医療費制   

度における患者負担の見直しを検討するのは慎重であるべきではないか。  
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